
注意事項（外国人の無料法律相談会について） 

 

１ 当センターは、福岡県弁護士会から弁護士を招いているため、派遣される弁護士は毎

回変わります。 

２ 弁護士を指名することはできません。 

 

申し込みの前に以下の事項を確認してください。 

 

１ 相談内容について 

  申込書に詳細が記入されていない場合や、当センターからの聞き取りに応じていただ

けない場合は、弁護士側で準備ができず、当日十分な回答が得られない場合がありま

す。 

 

２ 予約後 

  申込書受領後、開催日の６日前～４日前までの間にこちらから再確認のお電話をいた

します（お電話をお持ちでない場合は電子メール等にて連絡します）。この再確認の電話

で連絡がとれない場合、電子メールに返信がなかった場合は、予約はキャンセルとなり

ます。急病等やむを得ない理由で来られなくなった場合は、至急当センターへ連絡して

ください。 

再確認の連絡の後にキャンセルした場合、以後２か月は新規の申込者が優先されま

す。   

 

３ 相談当日 

  相談時間は１件６０分間です。相談開始の時間に遅れた場合をはじめ、いかなる場合

にも終了時間を延長することはできません。 

  また、電話通訳を介すると思いのほか時間がかかりますが、終了時間を延長すること

はできません。 

 

４ 相談後 

  より多くの方にこのサービスを提供するため、原則として、一度ご利用いただいた日か

ら２か月間は、本サービスを利用することはできません。 
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